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地域未来投資促進法の概要について
　日本国内の地域経済は、企業収益や雇用が好調な一方、従来型の製造業等の設備投資が力強さを欠く等、

課題も存在しています。

　こうした課題を解決するため、地域の特性を活かした成長性の高い新たな分野に挑戦する取組みを支

援することを目的として、平成29年7月に「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強

化に関する法律」（以下、地域未来投資促進法）が施行されました。

　地域未来投資促進法に基づき、承認を受けた地域経済牽引事業計画に対し、各種の支援措置が講じら

れています。

　本号では、計画の承認から支援措置に至るまでの流れについて、ご紹介します。

（出所）経済産業省資料

地域未来投資促進法について

　平成29年 7 月31日、地域の成長発展の基盤強化を目的とする「地域未来投資促進法」が施行さ
れました。
　地域未来投資促進法とは、地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対す
る経済的波及効果を与えることにより地域経済を牽引する事業（以下、「地域経済牽引事業」）に
対して、各種支援措置を講ずる法律です。



「地域経済牽引事業計画」承認の流れ

【参考】都道府県別の基本計画の同意状況

　地域経済牽引事業計画の認定に至るまでの流れは下表のとおりです。
　まず、国の基本方針に基づき、市町村及び都道府県は基本計画を策定し、この内容について国
が同意します（平成30年 9 月末時点で47都道府県の合計197計画が同意）。
　次に、国の同意を受けた基本計画に基づき、事業者の方が策定する地域経済牽引事業計画を、
都道府県知事が承認します。製造業のみならずサービス業等の非製造業を含む幅広い事業が対象
となっており、当面 3 年間で2,000社程度の支援を目指すとされています。

（出所）経済産業省資料

（出所）経済産業省資料



「地域経済牽引事業計画」の作成について

【参考】地域経済牽引事業計画の様式

　事業者の方が、都道府県知事の承認を受けるためには、定型の地域経済牽引事業計画を作成す
る必要があります。計画書には、地域経済牽引事業の内容及び実施時期、地域経済牽引事業に必
要な資金の額及びその調達方法などについて記載します。
　なお、計画書作成にあたっては、各経済産業局の地域未来投資促進室にワンストップで相談・
問い合わせ等に対応してもらうことが可能です。

（出所）経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/file/youshiki-jigyoukeikaku.doc



「経営情報」に関するご意見・ご要望等ございましたら、中小企業事業の窓口までお問い合わせください。
発行：日本政策金融公庫　中小企業事業本部　顧客支援室　ホームページ https://www.jfc.go.jp/

地域経済牽引事業計画の承認によるメリット

（出所）経済産業省資料

【参考】各種支援措置の内容

　事業者の方は地域経済牽引事業計画の承認を受けることにより、各種の支援措置を受けること
ができます。支援措置の内容は、補助金や税制優遇など多岐に亘っており、日本公庫独自の金融
支援としては、承認を受けた方を対象に「地域活性化・雇用促進資金（地域経済牽引事業計画関連）」
による長期・固定での融資制度を提供しています（注：融資のご利用にあたっては、別途審査が
必要となります。）。

地域未来投資促進法に関するお問い合わせ先　経済産業省　地域未来投資促進チーム　Tel　03-3501-1587
または各経済産業局まで　ホームページ　http://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html


